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小中学校遊具施設等点検業務仕様書 

 

第１章 総  則 

 

第１条 適用範囲 

本業務（以下「業務」という）にあたっては，国土交通省都市・地域整備局「都市公園におけ

る遊具の安全確保に関する指針」及び一般社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する規

準 JPFA-S:2014」に準ずる他は，本特記仕様書（以下「仕様書」という）に基づき実施するもの

とする。 

  

第２条 呼  称 

   仕様書において，委託者とは計画機関・宇都宮市教育委員会をいい，受託者とは，作業機関を

いう。また，監督者とは委託者が定める担当職員をいう。 

 

第３条 疑  義 

   業務の実施にあたって疑義を生じた場合は，速やかに監督員と協議し，その指示に従うものと

する。 

  

第４条 資料等の貸与及び提供 

委託者は受託者に対して業務に必要な関係資料の貸与及び資料の提供を行うものとし，受託者

は業務完了後，ただちに返還しなければならない。 

  

第５条 諸法規の厳守 

   受託者は，業務の実施にあたり，諸法令及び諸法規等を厳守しなければならない。 

  

第６条 費用の負担 

   仕様書に明示なく，業務上必要なことについては，受託者の負担で実施するものとする。 

  

第７条 秘密の保持 

   受託者は，業務上知り得た秘密を他人に洩らしてはならない。 

  

第８条 成果品の誤り 

   成果品に誤りが判明した場合，業務完了後であっても受託者の責任において速やかに訂正する

ものとし，これに要する経費は，受託者の負担とする。 

  

第９条 成果品の帰属 

   成果品は全て委託者に帰属するのもとし，委託者の承諾を受けずに他に公表，貸与してはなら

ない。 
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第２章 業務の内容 

第１０条 範  囲 

   場 所  宇都宮市立中央小学校ほか９３校 

   期 間  契約締結日から令和４年９月３０日まで 

 

第１１条 目的及び内容 

   １項 目  的 

    専門家による各小中学校の劣化状況の点検を実施し，安全対策計画に資するものとする。 

   ２項 内  容 

・対象遊具施設等   別紙「点検対象遊具施設」参照 

・作業員    点検作業員は，一般社団法人日本公園施設業協会認定の「公園施設製品

安全管理士・公園施設製品整備技士」または「公園施設点検管理士・公

園施設点検技士」の資格を有する者とする。 

・安全点検   小中学校遊具施設の破損，老朽判断，継ぎ部分のゆるみ及び固定部，可

動部，支柱，塗装等の安全点検を目視，触診，打診にて劣化診断を行う。 

             また，必要に応じ，ボルト・ネジ等の増し締め，遊具施設可動部への注油

作業を行う。下記劣化診断の結果，使用継続不可の遊具施設等については，

ただちに使用禁止の措置を取るように学校に伝え，これを補助するととも

に，委託者に報告すること。 

・写真管理  遊具施設全体，個別写真，劣化部分等の判断に必要な写真を提出すること。 

・資料の作成 点検業務に伴う資料の作成を行う。 

《判定基準》 

    一般社団法人日本公園施設業協会(ＪＰＦＡ)が定める定期点検表に基づいて判定を行うこと。

ただし，一般社団法人日本公園施設業協会(ＪＰＦＡ)の定期点検表に定めのない遊具施設等

については，これに準じた内容で点検表を作成し，判定を行うこと。 

    ◎部材の劣化診断 

      a：健全な状態 

b：軽微な劣化がある状態 

c：修繕の必要な劣化がある状態 

d：緊急修繕が必要な劣化がある状態 

◎塗装診断 

      Ａ：健全な状態 

Ｂ：部分的に塗装剥離があり，経過観察が必要な状態 

Ｃ：全体的に塗装剥離があり，再塗装が必要な状態 

  

第１２条 提出書類 

     (１) 課税事業者届出書 

    (２) 業務日程表 

    (３) 作業員名簿 

    (４) 業務主任担当者等届 

    (５) 業務完了届 
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第１３条 成果品 

    業務完了後に納入する成果品は，次のとおりとする。 

    １．図面（Ａ４またはＡ３サイズ） 

       （１）各学校遊具施設等配置図面 

       （２）その他必要な図面 

    ２．調書（Ａ４サイズ） 

       （１）定期点検総括表 

       （２）定期点検表 

       （３）その他必要な書面 

    ３．写真（Ａ４サイズ）デジタルカメラ使用 

       （１）遊具全体写真 

       （２）各遊具別写真 

       （３）劣化部分写真 

       （４）その他必要な写真 

    ※１～３については，提出部数各２部，作成電子データ〔エクセル形式，ＰＤＦ形式〕の提

出(CD-R または CD-RW)１部 

    ４．修繕見積書 

        点検により，修繕や更新が必要と認められる場合に提出するものとする。 

        また，修繕が可能な遊具施設等については，修繕方法についても明記するものとす 

る。 

     

    成果品は作業終了後，速やかに提出すること。また，点検結果及び今後の管理に対する注意

点について委託者に説明を行うこと。 

     

第１４条 業務実施日時 

遊具施設等点検業務実施日時については事前に学校長と協議し，授業等に支障のないように

すること。 

 

第１５条 その他 

１．作業実施にあたっては，作業員の安全はもとより，周囲の状況に留意し，危険防止

に努めること。 

２．作業実施にあたっては，作業箇所の整理整頓に十分配慮すること。 

３．緊急時の応急処置，及び連絡方法について事前に打ち合わせておくこと。 

４． 作業実施日程等については，事前に各学校長もしくは副校長と協議し決定すること。 

５．学校施設及び学校備品等を破損した場合は，責任をもって取替え，もしくは修繕を

行うこと。 

６．作業実施に伴い，窓・戸等を開放した場合は，作業終了後，施錠について十分確認

し，万一にも侵入その他事故の発生の無いよう注意すること。 

７． 契約の履行に際し，労働安全衛生法等関係諸法令及び仕様書等の遵守を徹底するこ 

と。 

８．業務計画の作成段階から，安全対策を徹底すること。  
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９．朝礼，ミーティングの実施により，作業手順や作業時の安全確認，体調や服装・装

備の点検の実施を徹底すること。 

    10．履行の際には，周辺住民や通行車両等の第三者の安全確保に努めること。 

11．緊急時の連絡体制を整備し，作業中に事故等が発生した場合には，直ちに監督員に

連絡するとともに，報告書を提出すること。 

12．その他本仕様書に定めのない事項については，その都度監督員と協議すること。 

 


